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１ はじめに 

 

2015年 9月 19日，平和の実現を目的とする平和安全法制整備法が可決し，

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（PKO 協力法）が改正

されることとなった1。この改正により，平和維持活動（PKO）の目的に「紛

争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護」などが加えられ

（3条 1 号），国際平和協力業務として「防護を必要とする住民，被災民その

他の者の生命，身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区域

の保安のための監視，駐留，巡回，検問及び警護」（3条 5 号ト）等を行うこ

とができることになる（9条 1項）。これらの改正は，自衛隊による安全確保

業務を可能とするものである。こうした住民ないし文民の保護は，近年の

PKO の主要な目的となっている2。 

PKO は，伝統的には国連の部隊を現地に介在させ，停戦の監視等の措置

をとりつつ，敵対行為の再発・拡大を防止することを任務としてきた3。そし
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て，とりわけ冷戦後になると，内戦により国家制度の崩壊した地域へ派遣さ

れることが多くなり，PKO はその任務を変容・拡大させていくことになる4。

このように，PKO は主に内戦後の移行期ないし不安定な時期の活動である

ため，さまざまな危険から弱者たる文民を保護する PKO の任務の意義は極

めて大きい。しかし，この文民の脆弱性に付け入るような，PKO 要員等に

よる性的搾取および性的虐待の事例が近年数多く報告されている。住民の保

護を任務とする PKO が，逆に住民に重大な被害を与えてしまっているので

ある5。日本の自衛隊や警察による性的搾取等の被害報告はなされていないが，

被害が特に多く報告されているコンゴ民主共和国やハイチ，スーダン・南ス

ーダンは，日本の PKO 派遣実績のある国である。すなわち，日本の自衛隊

の同僚によって現地住民に対する性的搾取が行われていたことが考えられる

のであり，日本も無関係と断言することはできない。こうした点に鑑みても，

同じ PKO 要員の一員として，今後活動を拡大していくであろう日本も，性

的搾取および虐待の撲滅に真摯に取り組んでいく必要があるといえよう。 

こうした問題は，PKO の増加およびジェンダーの主流化の進展とともに

顕在化したが，PKO の特殊な地位が規制を妨げる要因となってきた。とり

わけ，情報の不開示による不透明性や責任の所在の不明確性が障壁となって

きたが，非難の高まりを受け，近年こうした問題に正面から対応がなされる

ようになってきている。そこで本稿では，PKO 要員による性的搾取問題の

現状と取組みについて概観したうえで，本問題の規律の基礎にある PKO 要

員の国際責任，免除および必要性の原則について，理論上の整理を行うこと

とする。 

 

２ PKO 要員による性的搾取および虐待の不処罰への対応 

 

1 PKO 要員による性的搾取および虐待に対する近年の取組み 

（1）性的搾取および虐待に関する国連文書  PKO 要員による性的搾取お

よび虐待の問題は，必ずしも新しい現象というわけではない。古くは 1960

年代のコンゴ国連軍（ONUC）要員による買春行為の記録もあるが6，報告
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事例が増えるのは，PKO の増加する 1990 年代以降である7。1990 年代は，

ジェンダー主流化の用語がつくり出され，その重要性が着目される時期でも

あり，そこから PKO の文脈においてもジェンダーの問題が議論されるよう

になる8。2000 年に採択された安保理決議 1325 では，PKO にジェンダー主

流化の視点を取り入れる緊急の必要性の認識のもと，あらゆる PKO に女性

を含める重要性に関するトレーニング・ガイドラインの作成や，PKO 全体

にジェンダー主流化を発展させることなどが国連事務総長に要請されている

9。 

国連が本格的にこの問題に着手するようになるのは，2003 年に「性的搾取

および虐待からの保護のための特別措置」と題する事務総長告示が出されて

以降のことである。同告示では，性的搾取および虐待の定義のほか，国連職

員規則による性的搾取および虐待の禁止，各部局の長の義務，国内当局によ

る刑事訴追など，国連職員や国連指揮下の部隊に適用される諸規則が確認さ

れた10。本告示では，性的搾取とは「性的目的での脆弱な立場，力の格差ま

たは信頼のあらゆる濫用行為またはその試みであり，他者の性的搾取から金

銭的，社会的または政治的に利益を得ることを含むがこれに限定されるもの

ではない」と定義され，また性的虐待とは「力による，あるいは不平等なま

たは強制的な状況下における，性的性質の身体的侵害行為またはその脅迫」

と定義されている11。以下，本稿では便宜上両者を含めて性的搾取と表現す

ることとする12。 

その後，2005 年 2 月に事務総長により性的搾取の寛容ゼロ政策が表明さ

れ13，同年 3 月には事務総長の要請により「国連平和維持活動における将来

の性的搾取および虐待を除去するための包括的戦略」と題する報告書（ゼイ

ド報告書）が作成された。同報告書では，性的搾取に関する国連の規則や調

査手続，性的搾取への実効的な対応措置をとる国連の民事責任と刑事責任な

どについて検討がなされている14。また，2003 年の事務総長告示ののち，「性

的搾取および虐待からの保護のための特別措置」と同名の事務総長報告書が

毎年年次報告書として作成されている15。そこで，以下では主に 2016 年に作

成された年次報告書をもとに，近年の PKO 要員による性的搾取に関する現

況について概観することとする。 
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（2）性的搾取および虐待に関する現況  2005 年に国連 PKO 局（DPKO）

に設置された規範・懲罰チームは，その後規範懲罰課（Conduct and 

Discipline Unit; CDU）に改称し，国連現地支援局（DFS）のもとに置かれ

ることとなったが，一貫して PKO のアカウンタビリティの強化と最高水準

の行動の維持に努めてきた16。国連は，PKO 要員による性的搾取により PKO

の信頼・評判が落ちることを回避するため，必ずしも「犯罪とは限らない」

「個人」の問題に対して寛容ゼロ政策を進めてきた17。当初はなかなか取締

りの実効性が上がらなかったが，PKO 要員に対するトレーニングや申立制

度に関する情報の普及活動等を通じて，2010 年代以降は性的搾取の申立件数

は少しずつ減少傾向にあった。 

しかし，2015 年は性的搾取の申立件数が増加し，日本のメディアでも取り

上げられるに至った18。このような状況を受け，2015 年 6月には事務総長の

要請により，「中央アフリカにおける国連指揮下にない外国軍構成員による性

的搾取および虐待ならびに他の重大犯罪の申立てに対する国連の対応を検討

するための第三者独立パネル」が設置された。同年 12 月にはパネルにより

報告書が提出されたが，そのなかでは国連機関の申立てへの対応に深刻な欠

点があることへの懸念が示されている19。たとえば，最も大きな問題点とし

て，責任者や責任機関が存在せず断片化してしまっていることが指摘され，

これに対しては国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）内に調整ユニットを

つくることが勧告されている20。また，PKO 受入国への第二義的な管轄権の

付与や軍人選定のための最低基準等について，国連と派遣国との間で交渉を

行うことなどを勧告している21。そのほか，すべての性的搾取の申立ての即

時報告義務や信託基金の設置など，12の勧告が提示されている。 

他方で，2016 年 2 月に作成された事務総長による年次報告書では，申し

立てられた要員の国籍が初めて公開された（28 段落）22。同報告書では，透

明性とアカウンタビリティの重要性が強調されているが（37 段落），今後の

性的搾取の予防の観点からは，派遣国名の公開は大きな進展と考えられよう。

この報告書では，2015 年の性的搾取に関する情報が統計値とともに開示され

ている。そのなかの主要な統計を表にすると，以下のようになる。 
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表 1 性的搾取の申立件数の推移（1，6，22段落，他の年次報告書） 
 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 

総 数 99 80 96 88 102 

PKO要員 69 52 66 60 75 

 

 

表 2 2015 年の性的搾取申立内訳（計 99件）（4～6段落） 

PKO要員 

（69件） 

国連職員 15 

PKO要員以外

の国連職員 

（30件） 

UNHCR 14 

UNDP 3 

軍人 38 
UNOPS 3 

UNRWA 7 

警察官 16 
UN Women 1 

WFP 2 

 

 

表 3 所属 PKO 別申立件数（計 69 件）（8段落） 
中央 

アフリカ 

MINUSCA 

コンゴ 

民主共和国 

MONUSCO 

ハイチ 

M I N U S T A H 

リベリア 

UNMIL 

コート 

ジボワール 

UNOCI 

22 16 9 6 6 

マリ 

MINUSMA 

ダルフール 

UNAMID 

アビエイ 

UNISFA 

キプロス 

UNFICYP 

東ティモール 

UNMIT 

5 2 1 1 1 

 

 

表 4 付託先別申立件数（69 件中 60 件が付託済み）（12 段落） 
派遣国 33 25件は派遣国が調査。8件は返答なしまたは調査拒否のため国連が調査。 

国 連 27 文官 13件，警察官 12件，司法官 1件，軍事監視団員 1件。 

検討中 6 調査権限の付与について国連で検討中。 

OIOS 3 国連内部監査部（OIOS）に 3件情報が記録されるも，情報不十分。 

 

 

表 5 2015 年調査結果 

（2015 年は，17件完了，43 件係属中）（13，14段落） 
 2015年分 2014年分 2013年分 2012年分 2011年分 

実 証 7 9 3 ― ― 

証拠不十分 10 16 11 ― 1 
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表 6 被申立要員の国籍および人数（括弧内は当該国の配置人数）（28段落） 

国籍国 
総

数 
軍 人 警 察 国籍国 

総

数 
軍 人 警 察 

コンゴ民 

主共和国 
7 7（818） 0（140） ガボン 2 2（457） 0（0） 

モロッコ 4 4（2308） 0（0） ドイツ 1 0（161） 1（23） 

南アフリ

カ 
4 4（2133） 0（21） ガーナ 1 0（1872） 1（257） 

カメルー

ン 
3 2（989） 1（391） 

マダガス

カル 
1 0（0） 1（29） 

コンゴ 3 2（807） 1（141） モルドバ 1 1（11） 0（0） 

ルワンダ 3 0（5106） 3（649） 
ニジェー

ル 
1 1（1833） 0（132） 

タンザニ

ア 
3 3（2158） 0（74） 

ナイジェ

リア 
1 1（2543） 0（415） 

ベナン 2 2（1117） 0（326） セネガル 1 0（2157） 1（1317） 

ブルキナ 

ファソ  
2 1（2114） 1（362） 

スロバキ

ア 
1 1（161） 0（6） 

ブルンジ 2 1（868） 1（394） トーゴ 1 1（1426） 0（335） 

カナダ 2 0（29） 2（84） 

 

性的搾取の申立件数は，減少傾向にあったとはいえ，なお毎年 100 件近く

提起されている。申立てが多いことは，申立制度の普及・認知の証ともいえ

るが，他方で被害がそれだけ多くあることもあらわしている。表 5 では，調

査の結果証拠不十分で性的搾取の事実が実証されなかったケースが多く記録

されているが，これには実際に性的搾取が行われていなかったケースと，証

拠や証人が十分に集まらなかったケースが含まれる。過去には，賄賂や脅迫

により調査が妨害されたことや23，売春による収入源を失う懸念から協力を

拒まれることもあった24。こうした状況が改善されない背景には，性的搾取
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の匿名性や処分の不徹底などがあるものと考えられる。この点，人名までは

公表されていないが，国名が年次報告書で公表された意義は大きい。国籍を

見ると，アフリカ諸国の要員による性的搾取の件数が多いことがわかる。そ

の原因としては，これらの国では国内法や軍・警察の規律，要員の情報・ト

レーニングなどが不十分であることが考えられるが，カナダやドイツといっ

た先進国の要員も申立てを受けていることや，アフリカ諸国の配置要員の絶

対数が多いことなどに鑑みると，必ずしもそれだけに原因があるとは断言で

きない。いずれにせよ，今回の国名の公表を契機に，各派遣国が被害防止の

ための対策を確実に講じていくことが求められる。 

他方で，性的搾取の実行者の処分については，年々厳格化してきている。

以前は，PKO 要員の解雇や送還は行われても，責任は問われないとの認識

が広がっていたが25，最近では行政罰のみならず刑事罰も科されている。2015

年には，暫定措置としての給与差止めや送還，兵舎内業務への限定等の処分

のほか（15 段落），コソボでの性的虐待の事例については禁固 5 年が言い渡

されている（16段落）。また，不処罰を防止する対策として，いわゆる PKO

要員の子（peacekeeper babies）の事例に対応するための要員の DNA 採取

の促進や（31，69 段落），証拠の確保や証人のアクセスのために派遣国に現

地で軍法会議を設置する要請なども行われている（67，99 段落）。こうした

国連の要請や情報公開をもとに各国が事前対策や事後対応を進め，透明性と

アカウンタビリティを強化していくことが，性的搾取の寛容ゼロ政策の実現

へと導くものと考えられよう。 

 

３ 性的搾取規制に関する国際法の基礎 

 

上述のとおり，実務上は性的搾取撲滅のためにさまざまな対策がとられ，

または検討されている。このうち，予防措置としての情報提供やトレーニン

グ，パトロール等にあたっては実践が重要となり，被害者救済措置としての

信託基金の設立等にあたっては寄付や制度の確立が重要となる。他方で，性

的搾取の実行者に対する司法・執行上の措置に関しては，その法的基礎が重
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要となる。PKO 要員は，その地位の特殊性ゆえに，国際法上の規制態様が

必ずしも明確ではない。そのため，PKO 要員に対して厳格な処分が下され

ることは多くないのが現状である。そこで本章では，PKO 要員の国際責任，

免除，および必要性の原則という国際法の基礎理論に基づき，性的搾取の実

効的な規制のための前提について整理を行うこととする。 

 

1 PKO 要員による性的搾取および虐待に対する国際責任 

PKO 要員による性的搾取の規制を行うためには，権限のある当局の責任

逃れを認めることがあってはならない。しかし，現実には責任の所在が必ず

しも明確ではなく，それゆえに責任を厳格に追及することなく，恩恵（ex 

gratia）による金銭の支払いなど，プラグマティックな対応がなされること

が少なくない26。国際法上，国際義務の違反が国家に帰属する場合には当該

国家に（国家責任条文 1，2条），国際組織に帰属する場合には当該国際組織

に国際責任が発生する（国際組織責任条文 3，4 条）。そのため，理論上は，

PKO 要員による性的搾取が国際義務違反である場合には，その行為が PKO

要員の派遣国に帰属する場合には当該派遣国に，また国連に帰属する場合に

は国連に国際法上の責任が発生する。そして，責任を有する当局は，生じた

被害に対して賠償を行う義務を負うこととなる。このように，PKO 要員に

よる性的搾取に対して国際法上の責任を追及するにあたっては，帰属の要素

と義務違反の要素が重要となる。 

（1）PKO 要員の性的搾取行為の帰属  PKO 要員の行為に関しては，派

遣国に帰属するのか国連に帰属するのか必ずしも明確ではない。帰属の基準

としては，指揮（command）や支配（control）の所在が重要となるが，そ

の具体的基準については一種のフラグメンテーションともいえる状況が生じ

ている27。従来は PKO 要員の行為は国連に帰属すると考えられてきたが28，

近年では派遣国と国連の両方に帰属する重複帰属が主張されることもある29。

オランダ最高裁判所は，ヌハノビッチ事件において，国連保護軍

（UNPROFOR）に参加していたオランダ軍が，セルビア人勢力によるボシ

ュニャク人国連通訳の家族 3 人の殺害の責任を問われた事件について，オラ

ンダのボスニア国内法違反および国際人権法違反（生命に対する権利および
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非人道的取扱いの禁止）を認定した30。この認定過程で，裁判所は，国際組

織責任条文のコメンタリが重複帰属の可能性を排除していないことに言及し

たうえで，軍が国連の統制下に置かれ，その指揮および支配が国連に移譲さ

れても，懲罰権限（power）や刑事管轄権（「組織的支配」（organic control））

は派遣国に残るとした31。そして，派遣国または国際組織への行為の帰属は，

事件のあらゆる実際の事情および特別な文脈が考慮されなければならない特

定の行為に対する実際の支配（factual control）に基づくことは明らかであ

ると判示した32。 

この基準に従えば，PKO 要員の行為は，国連と派遣国のうち，その状況

において当該要員の行為に実際の支配を及ぼしていた側に帰属することにな

る。状況に応じてどちらに帰属するかは変わりうることになるが，いずれに

せよ少なくともどちらかに帰属することは一見明らかなようにも思われる。

しかし，性的搾取の場合はそうとも限らない。それは，性的搾取が国連およ

び派遣国の任務外（off-duty）の行為であるためである。「権限踰越または指

示違反」に関する国際組織責任条文 8 条は，「国際組織の機関または代行者

の行為は，当該行為がその機関または代行者の権限を踰越しまたは指示に違

反するとしても，当該機関または代行者が公的
・ ・

資格
・ ・

に
・

おいて
・ ・ ・

かつ
・ ・

その
・ ・

組織
・ ・

の
・

全般的
・ ・ ・

な
・

任務
・ ・

の
・

範囲内
・ ・ ・

で
・

行動
・ ・

する
・ ・

場合
・ ・

には，国際法上その組織の行為とみな

される。」と規定する（傍点筆者）。同様に，国家責任条文 7条も，公的任務

の範囲外の行為を帰属の対象から除外している33。こうした観点から，任務

の範囲外である性的搾取それ
・ ・

自体
・ ・

は，派遣国にも国連にも帰属しないことに

なる。 

（2）性的搾取および虐待の国際義務違反性  PKO 要員による性的搾取の

責任問題を考えるにあたっては，国際義務違反の要素も重要となる。性的搾

取といっても，強姦から買春まで多様である。たとえば強姦については，武

力紛争時に行えば国際人道法違反（ジュネーヴ諸条約第 1 追加議定書 76条 1

項等）となる。また，広範性，組織性といった諸要件を満たす強姦であれば，

平時であっても国際刑事法違反（国際刑事裁判所規程 7 条 1 項（g）等に規

定される人道に対する犯罪）になりうる。そして，女性差別撤廃条約は，時

代的制約により女性に対する暴力の明示規定を含まないが，1 条の「差別」
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の一形態として女性に対する暴力が含まれると解釈されている34。そのため，

強姦は女性差別撤廃条約に違反すると解釈されうる。なお，強姦は受入国の

国内法でも基本的に禁止されており，PKO 要員は受入国の法令を遵守する

義務を負うが（モデル地位協定 6 項），国内法違反は国際責任を発生させる

ものではなく，また次節で述べる免除が責任追及の障害となる。 

他方で，買春に関しては，事務総長告示で性的搾取は普遍的に認められる

国際法規範および基準に違反すると規定される一方で35，女性差別撤廃条約

をはじめとする国際法が禁止していると断言することはできない36。また，

国内法でも禁止していない国が多く，その場合には国内法上の責任も発生し

ないこととなる。確かに，事務総長告示では，性的搾取が重大な非違行為で

あり，即時解雇を含む懲戒措置の理由となることが規定されるが（3.2節（a）），

事務総長告示は一般に事務局内部に発せられる行政通達である。PKO 要員

の懲戒権が派遣国にある以上，PKO 要員に関する告示は兵力提供協定に規

定されることで初めて法的効果を発生させることになる37。そのため，兵力

提供協定が非公開であることが多い以上，事務総長告示の PKO 要員への適

用可能性は定かではない。また，派遣国と国連との間のモデル了解覚書には，

性的搾取を行わない旨が規定されているが38，shallやmustではなく“We will 

never …… commit any act involving sexual exploitation and abuse”（下線

筆者）という文言が，意思を示す行為規範ではなく法的義務を規定している

のかは明らかでない。 

 留意すべき点として，まず強姦の場合であっても，女性差別撤廃条約の義

務を負うのは締約国のみである。行為が国連に帰属する場合には，同条約は

国際責任発生の根拠とはならない。また，買春を含む性的搾取が兵力提供協

定や了解覚書により禁止されているとしても，これらは国連と派遣国との間

で締結される条約であるため，条約の第三者である受入国は，これらの条約

を直接の根拠として損害賠償請求を行うことはできないのである。 

なお，PKO 要員による性的搾取は，その合法・違法を問わず，多様な問

題を引き起こす。前述のとおり，性的搾取は国連の信用を損なう行為であり，

任務の遂行を阻害する要因となる。また，被害者は一時的には金銭等を得ら

れても39，その後妊娠した場合には父親不在で子を養育しなければならなか
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ったり，強姦の烙印により風俗業でしか金銭を得られなくなることもある40。

確かに，生存のために必要な売春行為等とは区別すべきとの意見もある41。

しかし，現地人同士や一般の来訪外国人を対象とする売春は認められるとし

ても，PKO 要員は崇高な任務を負って派遣されているのであり，売買春等

に関与すべきではない。生存の危機にある者に対しては，短期的には食糧支

援等を，また長期的には個人の就労支援や国家の開発支援などを他機関と連

携して行うことにより対応すべきであろう。 

（3）性的搾取防止の相当の注意義務  上述のように，性的搾取の規制が

遅々として進まない背景には，帰属の観点からも，また国際義務違反の観点

からも，国際責任の存在が判然としないという事情もあるものと考えられる。

他方で，PKO 要員の行為が直接国家や国際組織に帰属しないとしても，相

当の注意義務の観点から，責任を追及できる可能性はある。相当の注意とは，

国家が国際法上の法益侵害を防止する際に要求される注意を表す概念であり，

国際法に配慮して行動する国家が通常払うであろうと期待される程度の注意

をいう42。たとえば，自由権規約等の人権条約の締約国は，条約上の権利を

確保する義務を負う。この「確保する義務」は，相当の注意を払って損害を

回避する義務であり，領域国・管轄国・管理国は，現実の有害行為に対して，

個別具体的な事情において，これを防止する手段や能力を有したか，有害行

為の結果である損害の予見可能性を有したかを考慮したうえで，損害を予見

しながら防止しなかったときに，義務違反および国際責任を追及される43。

領域使用の管理責任のように，伝統的には領域主権の排他性が相当の注意義

務の淵源とみなされてきたが44，ジェノサイド条約適用事件で判示されたよ

うに，自国領域外においても，「影響力」という責任非難の要素を勘案してジ

ェノサイドの防止義務違反（ジェノサイド条約 1 条）が認定された事例もあ

る45。また，先述のヌハノビッチ事件でも，ボスニア領域内において，欧州

人権条約 2，3条および自由権規約 6，7条に規定される権利をオランダが現

実に「確保しえた」ことが義務違反認定の根拠となっている46。 

こうした観点から性的搾取について考えると，PKO 要員の行為が派遣国

に帰属しなくとも，事情の了知や影響力等の責任非難の要素があれば，派遣

国の相当の注意義務違反となる可能性はある。たとえば，性的搾取に関する
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トレーニングや夜間の外出禁止，スケジュール管理等が不徹底だった場合に，

相当の注意が払われていなかったと判断されるかもしれない。ただし，性的

搾取のうちいかなる行為が受入国の法益侵害となるか47，また権利の対世的

性格を考慮する必要があるかなど48，検討すべき問題はなお残る。また，国

際組織たる国連が相当の注意義務を負いうるかについても検討の余地がある。

国際組織責任条文のコメンタリでは，「国際組織が国際法上存在しうる防止の

義務に違反した場合には，機関または代行者による行為が任務外であるとい

う事実は，必ずしも当該国際組織の責任を排除しない」と述べられている49。

まずは国際組織による防止義務の存在を確認することが前提となるが，PKO

要員の性的搾取行為の管理が国連により行われている場合には，国連の相当

の注意義務についても積極的に考慮していくことが求められよう。 

 

2 PKO 要員の特権・免除の制限 

（1）PKO 要員の特権・免除の根拠  PKO 要員により性的搾取が行われ

た場合，その責任を追及し，その結果に応じて責任者の処罰や責任機関によ

る賠償，被害者の救済などを行うことが求められる。この手続は，理論上は

国内の民事・刑事・行政裁判や国際裁判などを通じて行われうることになる。

しかし，現実には，PKO 受入国の裁判所によってはこれらを命じる判決は

出されていない。これは，PKO 要員が受入国の裁判管轄権からの免除を享

有しているゆえである。PKO が派遣される際には，まず安保理決議で派遣

が決定され50，そのうえで国連と PKO 受入国との間で地位協定が，また国連

と要員派遣国との間で兵力提供協定が締結される。これらの協定は非公開で

あることが多いため，その規定の詳細は不明であるが，国連事務局により作

成された 2つのモデル協定が参考になる51。 

1990 年のモデル地位協定では，国連特権免除条約が PKO に適用されるこ

とが規定され（3項），またPKO は国連の補助機関として特権・免除を享有

することが規定される（15項）。他方で，PKO 要員については，特別代表等

の高級構成員が国連特権免除条約 5 条 19 項に規定される外交使節に与えら

れる特権・免除を有するとされる一方で（24 項），PKO に派遣される各国部

隊の軍事要員は，「特にこの協定に規定される特権および免除を享有する」と
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規定される（27 項）。そして，すべての PKO 構成員は，公的資格で行った

行動について訴訟手続から免除されることになる（46 項）。これらの規定か

らは，PKO 自体の免除の根拠法が国連憲章 105 条および国連特権免除条約

に規定される国連の特権・免除であること，および高級構成員の免除の根拠

法が外交関係法であることがわかる。他方で，PKO に派遣される軍事要員

については，その根拠が明確でない。1991 年のモデル兵力提供協定も，軍事

要員は地位協定に基づいて特権・免除を享有することしか規定していない（4， 

5 項）。 

この点，そもそも軍隊の有する免除の根拠法は不明確である。国家の主権

免除に依拠される場合もあれば52，外交特権免除に依拠されることもある53。

さらに，武力紛争時の行動に絶対的な免除が付与されると考えられる一方で

54，武力紛争時以外の場合に武力紛争時と同様の免除が付与されるかも明ら

かでない。さらに，PKO に派遣される軍隊は，国連と派遣国双方の指揮に

服するため，国連と国家いずれの免除を享有するのかも曖昧となる。 

PKO 要員が国連の一機関であることに鑑みれば，国連憲章 105 条 2 項が

「国際連合加盟国の代表者及びこの機構の職員は，この機構に関連する自己
・ ・

の
・

任務
・ ・

を
・

独立
・ ・

に
・

遂行
・ ・

する
・ ・

ため
・ ・

に
・

必要
・ ・

な
・

特権及び免除を享有する。」（傍点筆者）

と規定するように，免除が付与される実質的な根拠は任務（functions）上の

必要性（機能的必要性）にあることになる。そのため，理論上は，任務に必

要のない行為については免除を享有できないことになる。しかし，現実には

国連特権免除条約の定める免除は無制限であり，主権免除理論における絶対

免除よりも絶対的なものとなっている55。そのため，性的搾取は任務に必要

ないだけでなく，むしろ信用性を失わせ任務を阻害する行為であるにもかか

わらず，PKO 要員は裁判権免除を享有することになるのである。 

他方で，国際組織の特権・免除は，国際組織の独立性および加盟国間の主

権平等の確保等も根拠とされる56。つまり，免除の付与は，自国内に国際組

織のある加盟国が，当該国際組織の意思決定に不当な影響を与えることなど

を防止する意味をもつのである57。確かに，たとえばアメリカ国内にある国

連本部での活動については妥当しうる論理である。しかし，PKO のように，

本部所在地国の外で対外的活動を行う要員に対して免除を認める根拠として
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は，必ずしも適切ではないものと考えられる。PKO 受入国国内で性的搾取

を行えば，それはむしろ加盟国たる受入国の領域主権侵害や人権侵害を構成

しうるからである。ただし，PKO は危険で難しい任務を伴うため，任務を

安全かつ円滑に遂行するという観点から広範な免除が必要となる。このよう

に，国際組織の対内的活動と対外的活動とでは免除の正当化理由が異なりう

ることに加え，上述のようにPKO 要員の地位が不明確なことも考慮すると58，

主権国家とも外交使節とも国連職員とも一線を画する PKO 要員独自の地位

について明確化することが望まれる59。 

（2）免除に対する国連の関与  被害者の救済および国連の信用性の確保

の観点からは，PKO 要員による性的搾取に対して厳正に対処することが重

要となる。しかし，PKO 要員は刑事裁判権からの免除を享有し（モデル地

位協定 47 項），また民事裁判権については特別代表が公務に関係しないと認

証した場合には受入国裁判所が裁判手続を継続できるとされるものの（同 49

項），現実にはこのような認証はほとんどなされていない。ただし，「事務総

長は，職員に与えられる免除が裁判の進行を阻害するものであり，かつ，国

際連合の利益を害することなくこれを放棄することができると判断する場合

には，その免除を放棄する権利及び義務」を有しており（国連特権免除条約

4 条 14 項，5 条 20 項，6 条 23 項），また国連は「特権，免除及び便益に関

連する濫用の発生を防止するために」，加盟国の関係当局と常に協力する義務

を有している（同 5条 21項）。そのため，適切な調査の後に性的搾取の証拠

があった場合には，国連法務部との協議に基づき刑事訴追を行う国内当局に

事件を付託することは可能である60。こうした観点から，性犯罪は必然的に

あらゆる公務の範囲外であるため，性犯罪を行った派遣中の国連職員および

専門家には免除は付与されないとの見解が前述の中央アフリカ独立パネルに

より示されている61。 

確かに，このように免除を放棄することが性的搾取の規制に資することも

あると考えられるが，現実には必ずしもそうとは限らない。PKO の受入国

は，多くの場合政権や国内情勢が不安定であり，司法制度が十分に機能して

いないこともある62。そのため，このような状況下で裁判を行っても，必ず

しも適正な結果が得られるとは限らないのである。他方で，裁判権の免除
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（immunity）は，不処罰（impunity）を意味するわけではなく，原則とし

て派遣国が処罰を行う権利と義務を有する63。そのため，派遣国が実効的な

裁判等を行い，その判決等に基づく被害者の救済を誠実に行うのであれば，

PKO 要員に受入国の裁判管轄権からの免除が付与されることはむしろ望ま

しいとも考えられる。 

しかし，PKO の派遣国の裁判所も，必ずしも十分に機能しているとは限

らない。表 6 で示したように，性的搾取の実行者の出身国は途上国が多く，

被申立数の最も多いコンゴ民主共和国は，同時に PKO の受入国でもある。

つまり，受入国ではなく派遣国に任せれば性的搾取の問題に対応できるとも

いいきれないのである。そこで考えられるのが，国連の役割である64。国連

は PKO 要員を訴追する裁判所は有していないが，表 4 で示したように，性

的搾取の調査を行い，その実証手続を担っている。国連自身は PKO 要員に

刑事罰を科すことはできず，送還や給与の差止め等を行えるにとどまるが，

その実証手続には一定の信用性がある。こうした国連の関与のしかたに関し

て，中央アフリカ独立パネル報告書は，アカウンタビリティ・プロセスにお

いて国連職員の協力と積極的参加を前提とする免除のアプローチを国連法務

部が採用すべきと勧告する65。つまり，PKO 要員は受入国に対する免除はな

お享有しつつ，派遣国の刑事手続等に国連の積極的関与を認めるべきとする

考えである。こうした勧告は，性的搾取に対する透明性とアカウンタビリテ

ィを強化するものであり，傾聴に値するものといえよう。 

 

3 性的搾取規制の基底概念としての必要性の原則 

（1）「任務上の必要性」に基づく免除の制限  最後に，責任や免除のさら

に根底にある必要性の原則について若干の検討を行う。2 で述べたとおり，

国連の活動に免除が付与される根拠には，任務上の必要性（機能的必要性）

の原則がある。この原則は，国際組織の目的を達成するための任務の行使に

必要な免除を付与する根拠となるが，免除の範囲を目的・任務に必要なもの

のみに限定する機能も有する66。国際組織の目的は，設立文書に規定される。

国連の場合，国連憲章 1条に規定されるように，平和の維持をはじめ多分野

にわたって包括的に機能をもち，あるいはその目的任務をもっている67。そ
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のため，その広範な目的任務に比例して，免除の範囲も広範となる。 

この点，ベッカーは，免除の範囲の画定および国際組織の活動に関する組

織と受入国相互の正当な期待の強化の観点から，組織の対外的な活動領域

（operational realm）は可能な限り明確かつ広範に定義されるべきであると

述べる68。この対外的な活動領域の典型例は，PKO であるといえよう。そし

て，その目的・任務はマンデートとして安保理決議に詳細に規定される。た

とえば，国連ハイチ安定化ミッション（MINUSTAH）は，安全かつ安定し

た環境のための 6 つの任務，政治プロセスに関する 4 つの任務，および人権

に関する 2 つの任務を付与されている69。このように任務が明確である場合

には，これらの任務を達成するために必要のない行為には，免除は付与され

ないものと考えられる。このことは，MINUSTAH の地位協定が，

MINUSTAH 構成員に対してハイチ裁判所で民事訴訟手続が提起され，事件

がMINUSTAH 構成員の公的任務（fonctions officielles）に関係ないと特別

代表が認証した場合には，当該構成員に対する訴訟手続は継続する旨規定し

ていることからも確認される70。確かに，これまで実際に免除が否定され裁

判が継続された事例はほとんどない71。しかし，性的搾取のように明らかに

任務の範囲外の行為について，今後免除を否定して裁判が行われる可能性が

排除されるものではない。PKO 要員は，免除を隠れ蓑に性的搾取を行うこ

とはできないのである。 

（2）「活動上の必要性」に基づく責任の範囲の具体化  必要性の原則は，

PKO の国際責任の文脈においても依拠される。それが，活動上の必要性

（operational necessity）の原則である72。これは，PKO の活動の過程で与

えた損害を正当化する際に用いられてきた原則であり，マンデートに基づく

活動上の必要性のある措置を合法とするものである。同原則は，1996 年に

PKO の資金調達に関する事務総長報告書で確認され73，国連総会でも是認さ

れている74。 

さらに，同原則は実際の地位協定にも反映されている。たとえば，上述の

MINUSTAH の地位協定には，MINUSTAH に帰属する財産損害等に関する

第三者請求は，「活動上の必要性に基づく損失，損害または被害を除き」，国

連の内部手続に従って解決されえないものについては，常設の請求委員会に
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より解決されると規定される75。シュマーレンバッハによれば，活動上の必

要性は，受入国によるマンデート実現の承認という黙示の同意にその根拠が

求められるが，単にマンデートに関係する自助に基づく第二次法の範囲を具

体化するものであるとされる76。つまり，活動上の必要性は，マンデートに

基づく行為の責任を阻却する機能を果たすものと考えられるのである。 

この点，国際組織責任条文の緊急避難（necessity）に関するオランダの意

見が参考になる77。オランダは，活動上の必要性（necessity）の原則が平和

維持任務の文脈で適用されることに言及したうえで，necessity の原則の条件

は明確性を欠くが，国際組織のマンデートに結び付けられる場合には問題が

小さくなると述べる。そして，マンデート自体がその行動の合法性の法的基

礎であること，および問題となる行動がマンデートを実現するための組織の

唯一の手段を構成する場合にのみnecessityの原則が援用されるのであれば，

それを選好することを述べている。緊急避難と活動上の必要性の関係につい

てはさらなる検討を要するが，このオランダの見解は，マンデートの実現の

ための唯一の手段である場合以外には，国際組織は義務違反行為に対して責

任を負うことを示しており，責任回避の可能性を狭く限定する意図を有して

いるものと考えられる。 

もちろん，性的搾取に活動上の必要性は認められない。任務上の必要性よ

りもマンデートを基準とすることを直接的に意図する活動上の必要性原則は，

PKO 要員の地位や責任に関する規則の明確化および発展に寄与しえ，性的

搾取を含むあらゆる非違行為に対して実効的な規制を行う基礎となりうるも

のと考えられよう。 

 

４ おわりに 

 

本稿では，PKO 要員による性的搾取が後を絶たない現実の背景にある，

国際法上の理論について整理を試みた。性的搾取に対する国際責任について

は，それを禁止する規範がそもそも国際義務であるかが明確でないうえ，公

務外の行為であるため国連にも派遣国にも帰属しない問題点を指摘した。こ
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の対応策としては，性的搾取の防止を確保する義務に基づく責任追及の可能

性が考えられる。また，PKO 要員の免除については，国連が訴訟手続等に

積極的に関与する免除の制限的なアプローチについて言及した。最後に，よ

り根本的な原則として，任務上の必要性原則が任務外の性的搾取に対する免

除を否定する根拠となりうること，および活動上の必要性原則が PKO のマ

ンデートの実現に必要のない性的搾取等の行為の責任を阻却しない機能を有

することを述べた。こうしたより根底的な概念から国際法を見直すことが，

性的搾取のような個別の問題への対応にも資するものと考えられる78。 

また，実践上のアプローチとしても，性的搾取の問題に取り組むにあたって

は，直接的な規制のみならず，法整備支援を含む開発支援や多機関連携の強

化など，包括的な対策が重要となる。現在，自衛隊による駆けつけ警護等が

議論されているが，こうした PKO 要員間の横の関係は，性的搾取の取締り

にあたっても十分に考慮することが求められる。自衛隊員が直接行わなくて

も，他国の PKO 要員が性的搾取を行っており，それを放置すれば，その黙

認が相当の注意義務違反を構成する可能性がないわけではない。PKO 要員

による性的搾取は日本に無関係の問題と考えるのではなく，国際社会全体で

取り組んでいくことが求められよう。 
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